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議案第３４号 

小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

小田原市附属機関設置条例（昭和５４年小田原市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

別表市長の部小田原市公務災害補償等審査会の項の次に次のように加える。 

小田原市民間

提案審査委員

会 

小田原市民間提案制度による事業の選定等に 

関する事項につき、市長の諮問に応じて審査

し、その結果を報告し、及び必要と認める事 

項について意見を具申すること。 

１５人以内 

別表市長の部小田原市スポーツ施設指定候補者選定委員会の項の次に次のように加え

る。 

小田原市スポ

ーツ施設整備

基本計画策定

検討委員会 

小田原市スポーツ施設整備基本計画の策定に

関する事項につき、市長の諮問に応じて調査

審議し、その結果を報告し、及び必要と認め

る事項について意見を具申すること。 

１０人以内 

 別表市長の部小田原市技能者表彰審査委員会の項を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

２ 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例（昭和４４年小田原市条例第 

５４号）の一部を次のように改正する。 

別表第３小田原市スポーツ施設指定候補者選定委員会の項の次に次のように加える。 

小田原市スポーツ施設整備基本計画策定

検討委員会 

委員長 １０，８００円 

副委員長 １０，３００円 

委員 １０，０００円以内 

別表第３小田原市技能者表彰審査委員会の項を削る。 
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令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦 

 

（理由） 

市長の附属機関として小田原市民間提案審査委員会及び小田原市スポーツ施設整備基

本計画策定検討委員会を設置する等のため提案するものであります。 
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議案第３５号 

小田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

小田原市国民健康保険条例（昭和３４年小田原市条例第４号）の一部を次のように改

正する。 

第５条第１項中「４２万円」を「４８万８，０００円」に改め、同項に次のただし書

を加える。 

ただし、市長が健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第３６条ただし書

の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに１万２，０００円を加算するも

のとする。 

第１９条の２第１項第２号中「２８万５，０００円」を「２９万円」に改め、同項第

３号中「５２万円」を「５３万５，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第５条の規定は、この条例の施行の日以後に給付理由の生じた出産育児一

時金について適用し、同日前に給付理由の生じた出産育児一時金については、なお従

前の例による。 

３ 改正後の第１９条の２の規定は、令和５年度以後の年度分の保険料について適用し、

令和４年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

（理由） 

健康保険法施行令等が一部改正され、被用者保険における出産育児一時金等の支給額

が引き上げられることに伴い、本市の国民健康保険における出産育児一時金についてこ

れに準じた措置を講ずる等のため提案するものであります。 
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議案第３６号 

小田原市小児医療費助成条例の一部を改正する条例 

小田原市小児医療費助成条例（平成２９年小田原市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

第２条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項から第７項までを１項ずつ繰り

上げる。 

第３条第１項中「前条第６項第１号」を「前条第５項第１号」に改める。 

第４条第２項から第４項までを削り、同条第５項中「第１項」を「前項」に改め、同

項を同条第２項とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第４条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の

助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従

前の例による。 

 

令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

（理由） 

 小児医療費助成制度における保護者の所得額による助成の制限を廃止するため提案す

るものであります。 


